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第１章 計画策定に当たって  

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

我が国では、急速に少子化が進行し、また、子育て支援が質・量ともに不足

している現状で、子育て家庭における孤立感と負担感が増加し、主に都市部で

は保育所等の待機児童などが深刻な問題となっています。 

このような状況を背景に、平成２４年８月には子ども・子育て関連３法が成

立し、これら法律に基づく子ども・子育ての新たな支援制度が平成２７年４月

から実施されます。 

この新制度は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の

実現を目指して創設されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子ども・子育て支援新制度の３つの目的 

  ・質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

  ・地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実 

・保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

   

 

本町においては、長年、若桜幼稚園と若桜保育所の両施設が幼児教育及び保

育を支えてきましたが、平成２５年度からは両者の機能を統合し、各々の良さ

を引き継いだ幼保連携型のわかさこども園を開園しました。また、平成２６年

度からは、保護者の負担を軽減するため、保育料の無償化を実施しています。 

本事業計画は「子ども・子育て支援法」の第６１条に基づく市町村子ども・

子育て支援事業計画として策定するものです。平成２７年度以降は、この計画

に基づき、地域の実情に即した子育て支援の充実、環境の整備を計画的に実施

していきます。 

※子ども・子育て関連３法とは 

①子ども・子育て支援法 

②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律 

③子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律 
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２. 計画策定にあたって 

「若桜町子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたっては、教育・保育及 

び地域子ども・子育て支援事業の利用状況・利用希望を把握するため、若桜町

の就学前の乳幼児保護者へのニーズ調査を実施しました（平成２５年１１月）。 

また、子育てに関係する機関、保護者、行政等で構成する「若桜町子ども・ 

子育て会議」を開催しました。 

これらの調査結果や会議での意見を踏まえ、本計画を策定しました。  

 

 

３. 計画の位置づけと基本方針 

これまでの「次世代育成支援地域行動計画」（平成１７年度～２６年度の１０

年間）に代わる新たな子育て支援の計画として位置づけています。 

 

 

４. 計画の期間 

子ども・子育て支援事業計画は、平成２７年度から平成３１年度までの５年

間を計画期間としています。ただし、若桜町の子どもをめぐる情勢の変化や国

施策・事業の変更等により、計画内容が適合しなくなった場合には、必要に応

じて見直しを行うこととします。 
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第２章 子どもを取り巻く環境 

 

１ 人口・出生数の状況  

  最近５年間の若桜町の人口の推移をみると、総人口は平成２２年の４，０

６９人から平成２６年には３，６６３人へと４０６人（１０％）減少してい

ます。また、１５歳未満の人口は平成２２年の３３４人から平成２６年には

２３８人へと９６人（２８．７％）減少しています（うち、就学前の子ども

数：３５人減少、小学生：３２人減少、中学生：２９人減少）。 

出生数は、平成２５年度は１０人を切ったものの、平成２６年度では１４人

であり、（平成２６年２月１６日現在）大幅な増減は無いといえます。 

 

 

 
年齢階層別人口の推移（各年４月１日現在） 単位：人 

  平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

0～14 歳 

男 193 173 160 149 132 

女 141 131 115 112 106 

計 334 304 275 261 238 

15～64 歳 

男 1,100 1,086 1,064 1,012 970 

女 1,034 1,002 971 955 906 

計 2,134 2,088 2,035 1,967 1,876 

65 歳以上 

男 627 613 602 609 620 

女 974 952 946 934 929 

計 1,601 1,565 1,548 1,543 1,549 

合  計 

男 1,920 1,872 1,826 1,770 1,722 

女 2,149 2,085 2,032 2,001 1,941 

計 4,069 3,957 3,858 3,771 3,663 

     
資料：住民基本台帳 
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１５歳未満の児童人口の推移（各年４月１日現在） 単位：人 

  平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

0 歳 14 13 10 13 7 

1 歳 13 13 12 9 14 

2 歳 14 12 11 13 9 

0～2 歳 41 38 33 35 30 

3 歳 16 14 11 10 15 

4 歳 26 14 14 11 10 

5 歳 18 27 13 15 11 

3～5 歳 60 55 38 36 36 

6 歳 15 17 24 12 14 

7 歳 28 13 17 23 13 

8 歳 18 28 12 18 23 

9 歳 21 17 28 12 18 

10 歳 26 21 16 28 12 

11 歳 32 26 22 17 28 

6～11 歳 140 122 119 110 108 

12 歳 28 31 25 22 17 

13 歳 29 28 32 26 22 

14 歳 36 30 28 32 25 

12～14 歳 93 89 85 80 64 

合  計 334 304 275 261 238 

    
資料：住民基本台帳 

 

資料：鳥取県人口動態統計 

 

 

２ 教育・保育施設の状況 

（１）幼児教育施設  

  本町においては、長年、民間の「若桜幼稚園」と町立の「若桜保育所」の

両輪により、幼児教育と保育をそれぞれの役割の中で担ってきましたが、平

成２５年４月からは両施設を統合した幼保連携型認定こども園として「若桜

出生数の推移 単位：人 

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

15 15 10 13 7 
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町立わかさこども園」を開園し、教育と保育を一体的に提供する体制としま

した。 

 

各施設の入園（所）者数（各年５月１日現在） 単位：人 

  平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

若桜幼稚園 28 30 22 
  

若桜保育所 43 47 33 
  

わかさこども園 
   

51 46 

合  計 71 77 55 51 46 

資料：町資料 

 

わかさこども園の定員数、入園者数（各年５月１日現在） 単位：人 

  定  員 平成 25 年 平成 26 年 

0 歳 3 1 0 

1 歳 6 4 4 

2 歳 10 8 6 

3 歳 17 10 14 

4 歳 17 13 11 

5 歳 17 15 11 

合  計 70 51 46 

                                                             資料：町資料 

 

（２）小学校・中学校  

本町においては、平成２４年度に若桜小学校と若桜中学校を統合し、１５

歳までを展望して連続した教育、格差のない確かな学力を育む施設一体型小

中一貫校として「若桜学園」を開校しました。 

 

（３）子育て支援センター 

子育て家庭に対する育児相談や講演会、運動遊びなどの子育てひろば・あ

そびの広場を開催しています。 

 

（４）その他施設 

   教育・保育をより豊かなバリエーションをもって提供していけるよう、 

わかさ生涯学習情報館、わかさ温水プール、中之島公園などの施設を整備し

ています。 
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第３章 子ども・子育て支援のための方策 

 

１ 町の推進方向 

   出生数の減少、出生率の低下に伴う少子化の進行、核家族や共働き世帯の

増加、地域の繋がりの希薄化など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境

は大きく変化してきています。 

これら環境の変化の中で、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく確保

していくためには、保護者が子育てについて第一義的責任を有することを前提

としつつ、子どもや子育て家庭の置かれた多様な状況に対応できる支援体制を

整えていかなければなりません。 

支援にあたっては、妊娠・出産期から切れ目のない支援と「わかさこども園」

を拠点施設として、質の高い幼児教育・保育を安定的に提供していくことが必

要です。 

 

（１）基本理念 

 

安心して子育てができ、子どもがいきいきと育つまち わかさ 

 

・若桜町で生まれた子どもは若桜の地で大人へ 

    ・他町の子ども（保護者）も若桜へ 

 

 

「若者定住」、「脱少子化」へ 

 

（２）方向 

 保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の 

もと、住民ニーズを踏まえながら、子育て支援の質的向上を目指す 

 

（３）基本目標 

◇地域における子育て支援 

◇母子の健康の確保と増進 

◇子どもの健全育成に向けた教育環境の整備 

◇子どもが安全に育つ安心のまちづくり 

◇きめ細やかな取り組みが必要な子どもへの支援 
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２ 施策の展開 

 

（１）地域における子育て支援 

（ア）子育て支援サービス 

    子育てに対する不安や負担が軽減するように、地域の施設や住民など

の地域資源を効果的に活用し、また、気軽に相談でき、必要な情報が得

られるように、地域における子育て相談・情報提供体制の充実に努めま

す。 

【取り組み例】 

  ・放課後児童クラブの利便性の向上 

・ファミリー・サポート・センターの推進 

                

（イ）保育サービス等の充実 

     わかさこども園及び若桜学園は、地域の実情に合った効果的・効率的 

な整備を図るとともに、保護者の多様なニーズに応じたサービスが提供 

できるように取り組みます。また、子育て家庭の負担を軽減するため、 

保育料無償化、入園お祝い事業や就学前支援事業等に取り組んでいきま

す。 

【取り組み例】 

     ・延長保育、一時預かり保育、緊急時預かり保育、病後・病後児保育 

          ・保育料無償化、わかさこども園入園及び若桜学園入学の際の学用品の提供 

          ・若桜学園給食費の半額助成 

           

 （ウ）子育て支援のネットワークづくり 

     課題の解決などに向けて保護者同士が話し合えるような「場」の提供 

や、子育て支援に関するボランティア活動の育成・支援、子育て支援に 

関わる各機関（わかさこども園、保健センター、子育て支援センター、 

町民福祉課、福祉事務所等）の連携強化に努めます。 

【取り組み例】 

      ・子育て広場の充実 

          ・子ども・子育て会議等の開催 

      

 （エ）子どもの健全育成 

     子どもたちがいつでも楽しく、安全に遊び・活動できる場の充実を図 

るとともに、子どもたちの健全育成を支援していく各種活動についての 

支援を推進します。 



 

8 

 

【取り組み例】 

     ・放課後児童クラブ、放課後子供教室の推進（必要に応じて一体的な取り組み

や施設整備・修繕等を行う） 

     ・６ヶ月健診の際のブックスタート事業など子どもの読書環境の充実 

     ・スクールカウンセラー配置による小・中学生の心の問題のケアの充実 

 

  （オ）子育て家庭が定住するための住宅環境整備 

        子育て家庭が若桜町に定住し、自然豊かな環境の中でゆとりある生活

を営むことができるよう、ファミリー向けの良質な住宅の供給に努めて

いきます。 

【取り組み例】 

     ・良好かつ適切な状態で供給するための公営住宅の維持管理 

          ・子育て世代を対象とした町営住宅の整備、入居費の助成 

 

（２） 母子の健康の確保と増進 

（ア）子どもと母親の健康確保 

    各種健診の充実、各種予防接種費用の助成により母子の健康の確保に 

努め、妊婦等への相談・支援体制を確立し、安心して子どもを産み育て

られ、母子ともに健やかに育つ環境づくりを推進します。 

    【取り組み例】 

     ・妊婦健診、乳幼児健診、歯科健診の実施 

・ヒブワクチン、小児用肺炎球菌等の定期予防接種費用、インフルエンザ予防

接種費用の助成 

     ・乳児家庭全戸訪問の実施 

 

 （イ）「食育」の推進 

     離乳の基本の大切さを認識し安全な離乳食が作れるように支援します。 

また、食に関する教育を行い、朝食を食べない、偏食、孤食といった食

習慣の乱れを防ぎ、子どもたちが健やかに成長していけるよう努めます。 

【取り組み例】 

      ・給食指導、離乳食講習会や子育て広場講演会の実施 

          ・菜園活動、クッキング活動の実施 

 

 （ウ）医療体制の充実 

    子どもの健康診断や相談・指導体制の整備を推進するとともに、安心

して子どもが医療を受けられるような地域医療体制の確保や緊急時の救
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急医療体制の整備を推進します。 

  また、子育て世代の経済的負担を軽減するため、中学生までの医療費

助成を行っていますが、平成２７年度からは、対象を高校生までに拡大

します。 

   そのほか、子どもを生み育てたいと希望する夫婦への支援として、不

妊治療の支援等も行います。 

【取り組み例】 

  ・高校生までの医療費助成 

  ・不妊治療費助成金の交付 

    

（３）子どもの健全育成に向けた教育環境の整備 

 （ア）わかさこども園における質の高い教育・保育の提供 

  自然環境を整備するなど、特色があり地域にあった工夫した教育・保 

育を提供するとともに、小学校就学後を見据えた教育・保育の連続性・一 

貫性を確保します。 

【取り組み例】 

・豊かな自然環境を生かした直接的・間接的体験、心ときめく体験の実施 

・たくましく元気な体づくり 

・国際感覚を養う英語活動の充実 

・地域交流の推進 

 

（イ）子育て支援施設の整備 

魅力的なサービスの提供や幼児教育から学校教育までを効果的・効率 

的に行えるような施設・設備を整備します。 

     【取り組み例】 

・育児相談や育児に関する情報提供等の実施 

・親子同士や親子と地域住民との交流の場となる子育て支援の拠点施設の整備

（子育て支援センター（仮称）） 

 

 （ウ）学校の教育環境等の整備 

    地域の良さに触れながら、地域の「人」・「もの」・「こと」を教材化し、

体験的な学習を重視するとともに、国際社会、情報、福祉、キャリア教

育等学校の特色を生かした学習時間の充実に努めます。また、幼児期の

教育と就学後の教育の連続性・一貫性を確保するため、わかさこども園

と若桜学園の連携を強化し、家庭や地域との協同による開かれた学校を

目指します。 
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【取り組み例】 

・総合的な時間の活用、職場体験、人権や男女平等に関する学習の実施 

・学校評価を生かした、地域と連携した学習の実施 

 

 （エ）家庭や地域の教育力の向上 

    子どもを地域社会全体で育てる観点から、家庭や地域での教育力を総

合的に高めるため、地域の資源や人材を活用して、子どもの多様な体験

活動を実施します。 

【取り組み例】 

・教育講演会の開催 

・ナティキッズクラブの実施 

   

（４）安全・安心のまちづくり 

  子どもや子ども連れの親子が安心して生活できるよう、居住環境、 

道路交通環境、建築物等が整備されたまちづくりを推進します。 

また、子どもたちが犯罪被害、交通事故に遭わないよう、警察、こども園や

若桜学園、地域が連携して防犯活動等に取り組んでいきます。 

【取り組み例】 

・公共施設整備（バリアフリー化、授乳コーナー設置等）の推進 

・防犯教室、交通安全教室、防犯パトロールの実施 

 

（５）きめ細やかな取り組みが必要な子どもへの支援 

（ア）要保護児童対策の推進 

児童虐待に対し、発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・ア     

フターケア（医療的、心理的援助）などについて、福祉・保健・教育分野

の関係機関と連携を強化し、切れ目のない総合的な支援を推進します。 

  【取り組み例】 

・要保護児童対策地域協議会の設置 

・いじめや虐待の予防に対する啓発活動の実施 

 

  （イ）障がい児支援の推進と家庭支援 

    障がいの原因となる疾病等を予防するため、妊産婦や新生児・未熟児 

に対する相談指導、発育や発達の遅れを可能な限り早期発見するための 

乳幼児健康診査等を実施していきます。また、心身に障がいのある乳幼 

児が、必要な相談・指導及び療養が受けられ、就学が円滑になるよう保 

護者への意識啓発や教育部局との連携を進めるほか、保護者への療養指
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導も行っていきます。就学児童に対しては、特別支援教育により自立を

図るための必要な知識・技能を習得させるとともに、放課後や長期休業

時の日中一時支援に努めます。 

【取り組み例】 

・特別児童扶養手当の支給 

          ・障害児福祉手当の支給 

            ・療育手帳の更新対象者や、健診で指導を受けた児童等への巡回児童相談 

 

（ウ）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

    ひとり親世帯が十分な収入を得て、自立した生活を送ることができる

よう、職業能力訓練や資格取得を支援します。就職が円滑に進むよう関

係機関との連携強化や就職情報の提供等、就職面での支援体制の整備を

進めます。また、安心して就業できるよう保育サービス等充実させると

ともに経済的支援を行っていきます。 

【取り組み例】 

         ・児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、ひとり親家庭助成（小中学校入学

支度金）の実施 

         ・病気等による一時的日常生活に支障ある場合の家庭生活支援員の派遣 

           ・高等技能訓練促進費、自立支援教育訓練給付金の支給 
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第４章 教育・保育の量の見込みと供給体制の確保 

 

１ 教育・保育提供区域の設定 

本町の教育・保育提供区域の設定に当たっては、既に現在教育・保育施設が

わかさこども園に集約されていること、生活圏として一つにまとまっているこ

となどから、町全域を１つの区域として量の見込みと確保方策等を定めます。 

 

 

２ 教育・保育の量の見込みと確保方策等 

  本町の各年度における幼児期の教育・保育の量の見込みは次ページのとお 

りです。 

当面は、わかさ子ども園１施設で量的には子どもの受入れが可能な状況にあ 

ると考えられます。 

  また、町内各地域からのわかさこども園への通園の大きな困難性はなく、 

就学後の子ども間の友人関係を新たに構築しなければならないデメリットや 

ニーズ調査の意向からも、地域型保育事業（事業所内保育、在宅訪問型保育等） 

については当面必要ないと考えられます。  

  このことから、わかさこども園を子育て支援の拠点施設として、支援事業 

等に取り組んでいきます。 

 

 

 

   認定区分 

平成２７年度から、こども園等に入園を希望する場合は年齢や保育の必要性 

等により１号認定、２号認定又は３号認定を受けることが必要となりました。   

       

 

 

 

 

 

 

 

区  分 対   象 

１号認定 
３歳～就学前の子どもで保育を必要とせず、教育を

希望する場合 

２号認定 ３歳～就学前の子どもで保育の必要性のある場合 

３号認定 ０歳～２歳の子どもで保育の必要性のある場合 
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 ◆子どもの数とわかさこども園の入園数の見込み               （単位：人） 

平成２９年度 

  
０歳児 １歳児    

（満２歳） 

２歳児 

（満３歳） 

３歳児 

（年少） 

４歳児 

（年中） 

５歳児 

（年長） 

０～５歳児 

合    計 年度中出生 （満１歳） 

児童数 14 12 11 16 10 17 12 92 

定員 3 6 10 17 17 17 70 

１号認定 
    

2 9 4 15 

２号認定 
    

8 8 8 24 

３号認定 1 2 6 7 
   

16 

在園児合計 1 2 6 7 10 17 12 55 

非在園児 13 10 5 9 0 0 0 37 

平成２７年度 

  
０歳児 １歳児    

（満２歳） 

２歳児 

（満３歳） 

３歳児 

（年少） 

４歳児 

（年中） 

５歳児 

（年長） 

０～５歳児 

合    計 年度中出生 （満１歳） 

児童数 10 14 8 15 10 16 11 85 

定員 3 6 10 17 17 17 70 

１号認定 
    

3 7 5 15 

２号認定 
    

7 9 7 23 

３号認定 1 2 6 7 
   

16 

在園児合計 1 2 6 7 10 16 12 54 

非在園児 9 12 2 8 0 0 0 31 

平成２８年度 

  
０歳児 １歳児    

（満２歳） 

２歳児 

（満３歳） 

３歳児 

（年少） 

４歳児 

（年中） 

５歳児 

（年長） 

０～５歳児 

合    計 年度中出生 （満１歳） 

児童数 12 10 15 9 16 11 17 90 

定員 3 6 10 17 17 17 70 

１号認定 
    

8 4 7 19 

２号認定 
    

8 7 10 25 

３号認定 1 2 6 7 
   

16 

在園児合計 1 2 6 7 16 11 17 60 

非在園児 11 8 9 2 0 0 0 30 
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※１．児童数は４月１日時点を記載しています（０歳児は年度中出生見込数も

記載）。 

２．出生数 

平成２７年度は過去３年間（平成２３年度～平成２５年度）の平均値と

し、平成２８年度以降は、今後子育て支援施策に力を入れていくことも踏

まえ、毎年２人の増加を見込んでいます。 

３．０歳児及び１歳児 

    ０歳児、１歳児ともわかさこども園定員と同数としました。しかし、通

常育児休業制度等があるため、入園の可能性は低いと思われます。 

 ４．３歳児以上 

町在住の子どもは全員入園するものとし、また、町外からの入園者数も

実績を参考に見込んでいます。 

 

平成３０年度 

  
０歳児 １歳児    

（満２歳） 

２歳児 

（満３歳） 

３歳児 

（年少） 

４歳児 

（年中） 

５歳児 

（年長） 

０～５歳児 

合    計 年度中出生 （満１歳） 

児童数 16 14 13 12 17 11 18 101 

定員 3 6 10 17 17 17 70 

１号認定 
    

9 3 9 21 

２号認定 
    

8 8  9 25 

３号認定 1 2 6 7 
   

16 

在園児合計 1 2 6 7 17 11 18 62 

非在園児 15 12 7 5 0 0 0 39 

平成３１年度 

  
０歳児 １歳児    

（満２歳） 

２歳児 

（満３歳） 

３歳児 

（年少） 

４歳児 

（年中） 

５歳児 

（年長） 

０～５歳児 

合    計 年度中出生 （満１歳） 

児童数 18 16 15 16 15 18 12 106 

定員 3 6 10 17 17 17 70 

１号認定 
    

5 10 3 18 

２号認定 
    

8 8 9 25 

３号認定 1 2 6 7 
   

16 

在園児合計 1 2 6 7 13 18 12 59 

非在園児 17 14 9 7 0 0 0 47 
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５．転入者 

過去の実績見合いに毎年５名の転入を見込んでいます（１歳児～５歳児

各 1 名）。 

６．転出者 

保育料無料化により、転出は０人と見込んでいます。 

 ７．平成２７年度表中、在園児合計数が児童数よりも多いのは、町外在住の児

童の入園によるものです。 

 

 

３ 子ども・子育て支援事業 

   各支援事業の量の見込みと確保方策及び実施時期については次のとおりで 

す。 

  なお、量の見込みについては、就学前の乳幼児保護者へのニーズ調査の結 

果や、これまでの実績を参考にしています。 

 

① 利用者支援事業 

  子ども又はその保護者の身近な場所で教育・保育施設や子育て支援事業な 

どの情報提供及び必要に応じ相談・助言などを行うとともに、関係機関との連 

絡調整等を行う事業です。これらについては、わかさこども園、保健センター、 

町民福祉課が相互に連携して取り行うこととしています。 

また、専門員の配置等については、今後検討していきます。 

 

 

② 地域子育て支援拠点事業 

   乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として子育て支援センタ 

ーを設置し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援を行う

事業です。 

平成２７年度以降はより利用しやすいように、施設整備を行っていきます。 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 105 人 96 人 105 人 105 人 105 人 

確保方策 
105 人 96 人 105 人 105 人 105 人 

1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

※ニーズ調査の意向、過去の実績等を踏まえ見込み量を算出（月当たり延べ利用回数） 
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③ 妊婦健診検査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、 

健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適

時に必要に応じた医学的検査を行う事業です。 

町では妊婦健康診査費用を一人につき１４回まで公費負担しており、今後

も継続して実施していきます。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 140 人 168 人 196 人 224 人 252 人 

確保方策 
140 人 168 人 196 人 224 人 252 人 

実施主体：若桜町保健センター 

※妊婦１人につき１４回の健診見込（年間延べ利用人数） 

 

 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を保健師等が訪問し、子育て支 

援に関する情報提供や養育保育の環境などの把握を行うものです。 

支援が必要な家庭に対しては、関係機関と連携し、適切な支援に繋げてい

きます。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 10 人 12 人 14 人 16 人 18 人 

確保方策 
10 人 12 人 14 人 16 人 18 人 

実施主体：若桜町保健センター 

※出生者のいる全家庭の実施を見込む （年間延べ利用人数） 

 

 

⑤ 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等により 

その家庭の適切な養育の実施を確保するものです。 

現在は該当家庭がないため事業未実施ですが、今後支援が必要な家庭が確

認された場合には、事業に取り組んでいきます。 
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⑥ 子育て短期支援事業 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において子どもを養育していくこと 

が一時的に困難な場合等に、児童養護施設等において必要な保護を行う事業

（短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）、夜間養護等事業（トワイ

ライトステイ事業））です。 

町内に施設はありませんので、町外の施設で対応していきます。 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

確保方策 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

※ニーズ調査の意向、過去の実績等を踏まえ見込み量を算出（年間延べ利用人数） 

 

 

⑦ ファミリー・サポート・システム事業 

子どもの預かりなどの援助を受けることを希望する者と当該援助を行う

ことを希望する者との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業です。  

現在の登録会員は０人であり、制度の積極的な周知を図っていきます。 

 

 

⑧ 一時預かり事業 

    家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、

主として昼間において、わかさこども園で一時的に預かる事業で、２７年

度以降も引き続き実施していきます。 

   

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 135 人 140 人 137 人 142 人 137 人 

確保方策 135 人 140 人 137 人 142 人 137 人 

※ニーズ調査の意向、過去の実績等を踏まえ見込み量を算出（年間延べ利用人数） 

  

 

⑨ 延長保育事業 

保育認定（２号又は３号認定）を受けた子どもについて、わかさこども園

において通常の利用時間の範囲外に保育を実施する事業で、２７年度以降も

引き続き実施していきます。 
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  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 8 人 8 人 8 人 8 人 8 人 

確保方策 
8 人 8 人 8 人 8 人 8 人 

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

※ニーズ調査の意向、過去の実績等を踏まえ見込み量を算出（各年度実人数） 

 

 

⑩ 病児・病後児保育事業 

病気や病気回復期の児童で保護者が養育できない場合に、病院等において 

看護師などが一時的に保育を実施する事業です。 

現在は未実施ですが、今後の実施に向け、受け入れ機関候補の医療機関等

と調整を進めていきます。 

 

  平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 36 人 38 人 37 人 38 人 37 人 

確保方策 
36 人 38 人 37 人 38 人 37 人 

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

※ニーズ調査の意向を踏まえ見込み量を算出（年間延べ利用人数） 

 

 

⑪ 放課後児童クラブ 

   保護者の労働等により放課後、自宅に帰っても保護者がいない児童に対し、 

適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

今後は利用時間の延長等、利用者の利便性の向上に努めていきます。 

 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 27 人 26 人 26 人 25 人 28 人 

  小学校 1～3 年生 19 人 18 人 19 人 20 人 23 人 

  小学校 4～6 年生 8 人 8 人 7 人 5 人 5 人 

確保方策 27 人 26 人 26 人 25 人 28 人 

  小学校 1～3 年生 19 人 18 人 19 人 20 人 23 人 

  小学校 4～6 年生 8 人 8 人 7 人 5 人 5 人 

※ニーズ調査の意向、過去の実績等を踏まえ見込み量を算出（各年度実人数） 
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第５章 関連施策の展開 

 

１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の

確保 

 妊娠・出産期から切れ目のない支援を提供していくため、保護者が産前・産 

後休暇、育児休業開けに希望に応じて円滑に教育・保育施設が利用できるよう、 

休業中の保護者に情報提供や相談支援を行います。 

  

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行 

う施策との連携 

児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障が 

い児など特別な支援が必要な子どもの施策の充実や、質の高い教育・保育を 

提供していくためのスキル向上、カリキュラム活用など、県が行う施策との連

携を図るとともに、町の実情に応じた施策を関係する各機関と連携を密にして

行っていきます。 

 

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要 

な雇用環境の整備に関する施策との連携 

仕事と子育てを両立させていくためには、仕事と家庭生活、地域活動等 

との調和を図る「ワーク・ライフ・バランス」の推進が重要です。 

 そのためには、好事例を収集しながら、その情報について、事業主等に広く 

紹介していくとともに、国や県など関係機関と連携しながら、育児休業制度や

子どもの看護休暇制度等の導入促進など、保護者が子育てしやすい職場環境と

なるよう、企業などに対して働きかけを行っていきます。 
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第６章 計画の推進 

 

１ 計画の推進体制  

（１）庁内の推進体制 

   町民福祉課、保健センター、わかさこども園及び教育委員会等関係機関

が連携を図り計画を推進します。 

 

（２）関係機関等との連携 

  「若桜町子ども・子育て会議」における意見、また、町民の多様なニーズ 

  の把握に努め、県・他市町村等行政や保護者、事業所、子育て支援機関、

医療機関等各種団体や町民との協働により計画を推進します。 

 

２ 計画の進行管理 

  本計画の推進にあたっては、その進捗状況を把握し、事業等の点検を毎年 

度、継続的に行っていきます。 

  なお、若桜町の子どもをめぐる情勢変化やその他国などの動向により施策 

・事業の変更が必要な場合等には、「若桜町子ども・子育て会議」での議論

等を踏まえ、必要に応じて見直すものとします。 
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【資料編】 
 

 

 

子育てに関するニーズ調査 

 

１ 実施時期  平成２５年１１月実施 

２ 対  象  就学前の乳幼児保護者 

調査対象者数７４人 

回答者数６１人（回答率：８２％） 
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子育てに関するニーズ調査の結果概要 

 

１ 家庭の状況について 

 

（１）配偶者はいるか 

     いる（ ６０ ）  いない（  １ ）       

 

（２）子育てを主に行っているのは 

両親 （ ３９ ） 父  （ ２２ ） 母（  ０ ） 

祖父母（  ０  ） その他（  ０ ） 

 

（３）子どもを見てもらえる親族・知人はいるか                                      

ア 日常的に祖父母等の親族に見てもらえる             （ ３５ ） 

  イ 緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる    （ ３７ ） 

  ウ 日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる         （  １ ）  

  エ 緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる（  １ ） 

  オ いずれもいない                        （  ０ ）  

 

（４）子どもの子育てに気軽に相談できる人がいるか 

  いる（ ６０ ）  いない（  １ ）       

 

 

２ 就労時間について 

 

（１）母 親 

① 就労状況（父子家庭は除く） 

ア フルタイム（週５日、１日８時間程度）で就労        （ ２９ ） 

イ パート・アルバイトで就労                 （ １０ ） 

ウ 現在は就労していない（以前は就労）            （ １７ ） 

エ これまで就労したことがない                （  ２ ） 

② 現在就労している者の就労時間 

ア 週５日以上 

８時間以上（ ２６ ） ５～８時間（ １１ ） １～４時間（  ０ ） 

     イ 週４日以下 

８時間以上（  ０ ） ５～８時間（  ２ ） １～４時間（  １ ） 
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③ 出勤時間及び帰宅時間 

ア 出 勤 

  ７時前（  １ ） ７時～８時（ １１ ） ８時～８時３０分（ １８ ） 

８時３０以降（  ８ ） 

     イ 帰宅 

  １６時前（  ２ ） １６時～１８時（  ８ ）１８時～１９時（ １５ ）

１９時以降（ １４ ） 

  

④ 現在パート・アルバイトをしている者の就労等希望 

ア フルタイムへの転換希望があり、実現見込み         （  １ ）    

イ フルタイムへの転換希望があるが、実現見込みなし      （  ２ ） 

ウ パート・アルバイトを続ける                （  ６ ） 

エ パート・アルバイトをやめて子育てや家事に専念       （  ０ ） 

 

⑤ 現在又はこれまで就労したことがない者の就労等希望 

ア 子育てや家事に専念したい                 （  ２ ） 

イ １年以上先に就労したい                  （  ９ ） 

ウ いますぐにでも就労したい                 （  ５ ） 

         

（２） 父親 

① 就労状況（母子家庭は除く） 

ア フルタイム（週５日、１日８時間程度）で就労         （ ５５ ） 

イ パート・アルバイトで就労                  （  ３ ） 

ウ 現在は就労していない（以前は就労）             （  ０ ） 

エ これまで就労したことがない                （  ０ ） 

② 現在就労している者の就労時間 

ア 週５日以上 

８時間以上（  ５０） ５～８時間（  ０ ） １～４時間（  ０ ） 

     イ 週４日以下 

８時間以上（  ２ ） ５～８時間（  １ ） １～４時間（  ０ ） 

 

③ 出勤時間及び帰宅時間 

ア 出 勤 

  ７時前（  ７ ） ７時～８時３０分（ ３２ ） ８時～８時３０分（  ８ ）

８時３０以降（  ２ ） 

     イ 帰宅 
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  １６時前（  ２ ）  １６時～１８時（  ３ ） １８時～１９時（ １３ ）

１９時以降（ ３７） 

  

④ 現在パート・アルバイトをしている者の就労等希望 

ア フルタイムへの転換希望があり、実現見込み         （  １ ） 

イ フルタイムへの転換希望があるが、実現見込みなし      （  １ ） 

ウ パート・アルバイトを続ける                （  ２ ） 

エ パート・アルバイトをやめて子育てや家事に専念       （  ０ ） 

 

⑤ 現在又はこれまで就労したことがない者の就労等希望 

ア 子育てや家事に専念したい                 （  ０ ） 

イ １年以上先に就労したい                  （  ０ ） 

ウ いますぐにでも就労したい                 （  ０ ） 

         

 

３ 教育・保育事業の利用状況 

 

（１） わかさこども園を利用している理由 

ア 子どもの教育や発達のため                 （ ３４ ） 

イ 子育てをしている者が就労しているため           （ ２９ ） 

ウ 子育てをしている者が就労予定（求職中）          （  １ ） 

エ 子育てをしている者が家族・親族などを介護している     （  １ ） 

オ 子育てをしている者が病気・障害がある           （  １ ） 

カ その他                          （  １ ） 

 

（２） わかさこども園を利用していない理由 

ア 子どもの教育や発達のため、就労していないなどの理由で利用する必要なし 

（  ５７  ）  

イ 子どもの祖父母や親戚がみている              （  ２ ） 

ウ 近所の人や父母の友人・知人がみている           （  ０ ） 

エ 利用したいがこども園に空きがない             （  ０ ） 

オ 利用したいが経済的な理由で利用できない          （  １ ） 

カ 利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない    （  １ ） 

キ 利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない  （  ０ ） 

ク 子どもがまだ小さいため                  （  ９ ） 

ケ その他                          （  ０ ） 
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（３） 定期的に利用したいと考えている事業は 

ア わかさこども園                      （ ５７ ） 

イ 事業所内保育施設（企業が従業員のため運営する施設）    （  ０ ） 

ウ ファミリー・サポート・システム（地域住民がこどもを預かる）（  ３ ）  

エ その他                          （  ０ ） 

 

 

４ 支援事業の利用状況 

 

（１） 子育て支援センター事業 

① 現在の利用状況 

ア 利用している                       （ １６  ） 

  ・１週間に２回以上（月に８回以上）            （  ６  ） 

・１週間に１回以上（月に４回以上）            （  １  ） 

・１月に３回以下                     （  １  ） 

イ 利用していない                      （ ４５  ） 

 

② 今後の利用希望 

ア 利用しているが今後利用日数を増やしたい          （  ８ ） 

イ 利用していないが、今後利用したい             （  ３ ） 

 

（２） その他事業 

① これまでに利用したことがある事業 

ア 母親（父親）学級、育児学級               （ １６ ） 

イ 保健センターの情報・相談事業              （ ３１ ） 

ウ 家庭教育に関する講演会等                （ ２０ ）  

エ わかさこども園の園庭等開放               （ ２０ ） 

オ 子育て支援センター相談窓口               （ １０ ）  

 

②  今後利用したい事業 

ア 母親（父親）学級、育児学級               （ ２１ ） 

イ 保健センターの情報・相談事業              （ ３４ ） 

ウ 家庭教育に関する講演会                 （ ３６ ） 

エ わかさこども園の園庭等開放               （ ３６ ） 

オ 子育て支援センター相談窓口               （ ３０ ）  
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５ 土曜・休日のわかさこども園の利用希望 

 

（１） 土曜 

ア 利用する必要なし                    （ ４４ ） 

イ ほぼ毎日利用したい                   （  ４ ） 

ウ 月に１～２回は利用したい                （ １１ ） 

 

（２） 日・祝日  

ア 利用する必要なし                     （ ５２ ） 

イ ほぼ毎日利用したい                   （  １ ） 

ウ 月に１～２回は利用したい                （  ７ ） 

 

（３） たまに利用したい理由は 

ア 仕事が入るため                     （ １０ ） 

イ 平日に済ませられない用事をすませるため         （  ２ ） 

ウ 親族の介護や手伝いが必要なため             （  ０ ） 

エ その他                         （  ２ ）  

 

 

６ こどもが病気や怪我の対応 

 

（１）わかさこども園を利用できなかった場合どうしたか 

     ア 父親又は母親が勤務を休んだ              （ ２４ ） 

     イ 親族・知人にみてもらった               （ ２２ ） 

     ウ 父親又は母親のうち就労していない者が看護       （  ６ ）  

     エ 病児・病後児の保育を利用               （  ０ ） 

     オ ベビーシッターを利用                 （  ０ ） 

     カ ファミリーサポートシステムを利用           （  ０ ） 

     キ しかたなく子どもだけで留守番             （  ０ ） 

     ク その他                        （  ０ ） 

 

（２）（１）で親が勤務を休み看護した者の希望 

 ア できれば病児・病後児保育施設等を利用したい      （ １９ ） 

  イ 利用したいと思わない                 （  ８ ） 

 

 



 

27 

 

（３）（１）で親族・知人等にみてもらった者の希望 

     ア できれば仕事を休んで看護したい            （ １８ ） 

     イ 休んで看護することは非常に難しい           （  ６ ） 

 

 

７ 不定期の利用 

 

（１） 不定期に利用している事業は 

ア 一時預かり                      （  ６ ） 

イ ファミリーサポートシステム              （  ０ ） 

ウ 夜間養護等事業                    （  ０ ） 

エ その他                        （  ０ ） 

オ 利用していない                    （ ５２ ） 

 

（２） 不定期の利用の理由 

ア 私用、リフレッシュ目的                （  ８ ） 

イ 冠婚葬祭、学校行事、通院等              （ １４ ） 

ウ 不定期の就労                     （  ５ ） 

エ その他                        （  １ ） 

オ 利用する必要なし                   （ ３２ ） 

 

（３） 上記で不定期利用希望の場合の方法は 

ア 一時預かり保育                     （ １８ ） 

イ ファミリーサポートシステム               （  ２ ） 

ウ その他                         （  ０ ） 

 

（４） 保護者の用事で子どもを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないこ

とがあったときの対応は 

ア 親族・知人にみてもらった                （  ７ ） 

イ ショートステイを利用した                （  ０ ） 

ウ しかたなく子どもを留守番させた             （  ０ ） 

エ しかたなく子どもを同行させた              （  ０ ） 

オ その他                         （  ０ ） 

カ 家族以外の者にみてもらうようなことがなかった      （ ５５ ） 

 

 



 

28 

 

８ 放課後児童クラブ 

 

（１） 小学校低学年のうちは、放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいか 

ア 自宅                           （ ２２ ） 

イ 祖父母宅、知人・友人宅                  （  ４ ） 

ウ 習い事                          （ １３ ） 

エ 放課後児童クラブ                     （ ２０ ） 

オ ファミリーサポートシステム                （  ０ ） 

カ その他                          （  ０ ） 

 

（２） 小学校高学年のうちは、放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいか 

ア 自宅                           （ １９ ） 

イ 祖父母宅、知人・友人宅                  （  ５ ） 

ウ 習い事                          （ １７ ） 

エ 放課後児童クラブ                     （ １１ ） 

オ ファミリーサポートシステム                （  ０ ） 

カ その他                          （  ０ ） 

 

（３） 放課後児童クラブを利用したい者の希望 

① 土曜 

ア 低学年の間は利用したい                （  ６ ） 

イ 高学年になっても利用したい              （ １４ ） 

ウ 利用する必要なし                   （ １２ ） 

 

② 日・祝日  

ア 低学年の間は利用したい                （  ２ ） 

イ 高学年になっても利用したい              （  １ ） 

ウ 利用する必要なし                   （ １７ ） 

 

（４） 夏休み・冬休みなどの長期の休暇期間中の利用希望 

ア 低学年の間は利用したい                  （  ９ ） 

イ 高学年の間は利用したい                  （  ９ ） 

ウ 利用する必要なし                     （ １４ ） 
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９ 母親の育児休業・短時間勤務制度の利用 

 

（１） 育児休業を取得したか 

ア 働いていなかった                     （ ２９ ） 

イ 取得した                         （ ２５ ） 

ウ 取得していない                      （  ６ ） 

  ⇒主な理由；出産を期に退職。制度が活用しにくい職場の雰囲気 

 

（２） 育児休業後の職場復帰の時期（子どもが何歳の時か） 

ア １歳未満                         （  ５ ） 

イ １歳～１歳６月                      （ １６ ） 

ウ １歳６月～３歳                      （  １ ） 

 

（３） 職場復帰後、短時間勤務制度を活用したか 

ア 利用する必要がなかった（フルタイムで働きたかった、もともと短時間勤務）

（  ９ ） 

イ 利用した                         （  ５ ） 

ウ 利用したかったができなかった                （  ７ ） 

   ⇒ 主な理由；制度が活用しにくい職場の雰囲気、給与が減額される 

 

 

◆その他意見 

・子育て支援センターはとてもありがたい。週２回ではなく毎日１～２時間でもいい

のであったらいい。 

・子育てをしている親のサポートをしてくれるところがあればありがたい。 

・母親サロンのような子育ての情報講習を開催して欲しい 

・子育てに関する情報が欲しい 

・親同士の交流を深める機会を作って欲しい 

・自然体験を取り入れた教育をして欲しい 

・０～３歳頃までの子どもが一緒に楽しめる音楽を使ったリズム遊びを取り上げて欲

しい 

・自然を生かすなど特有な保育をして欲しい。 

・土日勤務への子育て支援をして欲しい。他に利用者があるなら平日休んで休日に預

けられると嬉しい。 

・予防接種（Ｂ型肝炎など）の費用の支援をお願いしたい。 

・こども園での感染症対策をきっちりして欲しい 


